
                            

   令 和 ５ 年 ５ 月 18 日  
農林水産部農村計画課  

報道関係者各位 

 
山形県では、棚田米の消費拡大及び交流人口拡大を図り、もって棚田地域の振興につなげることを目的

に「やまがたの棚田カレー」を考案し、ライス型を作成しました。無料で貸し出しをしており、既に多く
の団体等に活用いただいているところですが、より広く県内外の店舗等で活用していただくために、本庁
農村計画課に加え各総合支庁にも窓口を設置しましたので、県⺠にお知らせくださるとともに取材くださ
るようお願いします。 

 
記 

１．貸出対象者 
棚田の維持・保全団体（任意団体含む）、飲食事業者、教育機関等、その他山形県農村計画課⻑が認め
る団体・個人 

２．貸出の申請 
借り受け日の 2 週間前までに事前予約のうえ「貸出申請書・借用誓約書」を提出 

３．貸出基準の概要 
（1） 米は県内の棚田米を使用しなければならない。（例外あり） 
（2） 飲食店等がメニューとして販売する場合､原則「やまがたの棚田カレー」とすること。ただし、

使用する棚田米の棚田名を冠することができるものとする。  
例） 四ヶ村の棚田カレー、大蕨の棚田カレーなど 

４．問合わせ窓口 
  ・山形県農林水産部農村計画課 中山間・棚田担当（023-630-2495） 
  ・村山地域：村山総合支庁産業経済部農村計画課 （023-621-8159） 

・最上地域：最上総合支庁産業経済部農村計画課 （0233-29-1342） 
・置賜地域：置賜総合支庁産業経済部農村計画課 （0238-26-6056） 
・庄内地域：庄内総合支庁産業経済部農村計画課 （0235-66-5549） 
 

詳細は山形県ホームページからご覧ください↓→ 
https://www.pref.yamagata.jp/140017/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nosangyoson/tanada/tanad
acurry.html 

 
 

 
【問合せ先】山形県農林水産部農村計画課  

課⻑補佐 髙橋 宏紀 
電話 023-630-2506 

【報 道 監】農林水産部 次    ⻑ 齋藤 邦仁 



「やまがたの棚田カレー」ラインナップ 
（令和３〜4 年度の使用実績） 

 

やまがたの棚田カレー 

＠県庁食堂 （山形市） 

▶380 食提供（10 日間） 

やまがたの棚田カレー 

＠農林⽔産省内食堂（東京都） 

▶約 600 食提供（21 日間） 

やまがたの棚田カレー 

＠最上支庁食堂（新庄市） 

▶161 食提供（2 日間） 

魅惑の藤井の棚田カレー   

＠遊佐町藤井地区（遊佐町） 

▶55 食提供（1 日間） 

やまがたの棚田カレー 

＠ILBLU 遊学館（山形市） 

▶291 食提供（28 日間） 

白鷹町の棚田カレーフェア 

＠パレス松風（白鷹町） ＠寿司 飛鳥井（白鷹町） 

▶62 食提供（22 日間） ▶100 食提供（6 日間）  

やまがたの棚田カレー秋   

＠県庁食堂 （山形市） 

▶361 食提供（9 日間） やまがたの棚田カレー 

＠山形大学農学部食堂 （鶴岡市） 

▶198 食提供（3 日間） 


